
  　 　 　 　 　 　 　 　

1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（　　　　　　）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

県民との協働による実施：

354

24年度

750

25年度

合計

185

２回

延50名

２回

延50名
0.10

～

○経験年数に応じて求められる能力を修得する研修を各１回実施する。

○保健師育成検討会において現任教育の体系化について検討し、「長野県保健師人材育成ガイドライン」を作成する。

354 750 0

（予算案）

保健師専門研修

保健師現任教育推進事業 直接

・保健師育成検討会（５回）

・作業部会（４回）

・「長野県保健師人材育成ガイドライン」作成及び報

告会

H26

380

（要求）

370

県でなければ実施不可（法令等義務）

【左記の説明、根拠法令等】

地域保健法第３条、地域保健対策の推進に関する基本的な指針第三に、都道府県の責務とし

て人材育成が謳われている。

事業番号 04 03

事　業　名

事業改善シート （26年度実施事業分）　　■当初要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

保健師専門研修事業保健師専門研修事業保健師専門研修事業保健師専門研修事業
担

当

課
E-mail

総合５か

年計画
施策の総合的展開

課・室 医療推進課

iryo@pref.nagano.lg.jp

31

プロジェクト  

部局 健康福祉部

６－１　健康で長生きできる地域づくり

３　医療従事者の養成・確保 実施期間 Ｓ38

目指す姿

現状

○保健師助産師看護師法、地域保健法等に基づき、経験年数に応じて、地域住民の多様な健康ニーズや新たな健康課題に対応でき

る能力等を修得し、能力の開発及び向上を図る責務がある。

○国の新人看護職員研修ガイドラインに基づく新人保健師育成のために、指導者となる中堅保健師や保健師管理者の人材育成にお

ける果たすべき機能と求められる能力を明確にし、育成支援に必要な知識・技術を修得する研修の体系化のための新任期以降の育成

ガイドラインの検討が必要である。

県が関与

する理由

　地域住民の多様な健康ニーズや新たな健康課題に対応できる能力を、経験年数等に応じた体系的な修得により、保健師の資質の

向上を図る。

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26実施内容

（当初）

H25

検討中

0

直接

事業内容

354

・新任保健師研修会（１回）

・現任保健師研修会（１回）

・保健師専門研修会（１回）

・保健所保健衛生係長等研修会（２回）

・保健所管内保健師研修会（10保健所、計65回）

Aの

財源

26要求26要求26要求26要求 26予算案26予算案26予算案26予算案 成果目標の達成状況

0

新任保健師

研修会

１回

21名

１回

25名
354 354354

予

算

額

前年度繰越

合計（A)

補正予算

当初予算 354 354 目標 成果 達成状況

H27

目標

H26

項目

H25末

（見込）

750

354 354 565 0

１回

35名

現任保健師

研修会

１回

20名

１回

60名

保健師専門

研修会

１回

60名

要求からの主な変更点

0 概算事業費（B（A）+C） 1,180 1,180 1,180 1,576

保健所管内保

健師研修会

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 23年度

826

354

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

概　算

人件費

0.10

指摘事項等への対応

□監査

保健衛係長

等研修会

（指摘事項等）

計65回

延2,000名

0826

0.10 0.10

354 354

826826
計65回

延2,000名

（対応）


